
こどもの 患者
か ん じ ゃ

さんの 権利
け ん り

 
 

 

私
わたし

たちは、あなたがひとりの 人間
にんげん

として 大切
たいせつ

にされながら、家庭
か て い

や 地域
ち い き

で 元気
げ ん き

に 

成長
せいちょう

できるように、「こどもの 患者
かんじゃ

さんの 権利
け ん り

」を 守
まも

って、あなたを 助
たす

けていきます。 

 

１．あなたは、ひとりの人として大切にされます。 

 （あなたは、ひとりのひととしてたいせつにされます。） 
 

２．あなたにとって、もっともよいと考えられる診療を受けることが

できます。 

 （あなたにとって、もっともよいとかんがえられるしんりょうをう

けることができます。 
 

３．病気や治療について、わかりやすく説明を受けることができます。 

 （びょうきやちりょうについて、わかりやすくせつめいをうけるこ

とができます。） 
 

４．わからないことや不安なこと、自分の考えや気持ちを、家族や病

院の人に伝えることができます。 

 （わからないことやふあんなこと、じぶんのかんがえやきもちを、

かぞくやびょういんのひとにつたえることができます。） 
 

５．他の人に知られたくない秘密は守られます。 

 （ほかのひとにしられたくないひみつはまもられます。） 
 

６．遊んだり、勉強したりすることは大切にされます。 

 （あそんだり、べんきょうしたりすることはたいせつにされます。） 
 

 

 

 

上越
じょうえつ

地域
ち い き

医療
い り ょ う

センター
せ ん た ー

病院
びょういん

倫理
り ん り

委員会
い い ん か い

 


